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町からのお知らせ、募集など各種情報をお届けします。
№660-2 ■編集　三島町役場 地域政策課

〒 969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下 350　☎ 0241（48）5533
■ホームページ　https://www.town.mishima.fukushima.jpお知らせ版

お知らせ版 660-2 ❶※ ポ …みしま健康ポイントの対象です。カードをご持参ください。

桧原地区「鳥追い旗づくり」について
　令和８年１月14 日㊌に桧原地区で小正月の伝統行事 “ 鳥追い ” が行われます。
それに伴い、桧原地区のみなさんと町民センターで鳥追いの旗つくりを行いま
す。年齢問わず参加できますので、ご参加ください。
※ゆめぽけっとクラブを利用のお子さんは、参加の申し込みは必要ありません。

問公民館　☎ (48)5599

開催日時 12 月 25 日㊍　午前 10 時～
開催場所 町民センター　大ホール
申込期限 12 月 12 日㊎

申込先 公民館　☎ (48)-5599

スマホ・タブレット教室の延期について
　12 月９日㊋に開催を予定していました「スマホ・タブレット教室」は開催に必
要な参加者数に達しなかったため、延期いたします。
　３月中の開催を予定しておりますが、日程が確定しましたら改めてご案内いたし
ます。

問総務課財政係　☎ (48)5511

奥会津んめぇ！すんげぇ！まるっと市
in コラッセふくしま出展者募集について
　「奥会津んめぇ！すんげぇ！まるっと市」について、出店者を募集します。
　出店希望の方は以下をご確認の上、お申し込みください。

問只見川電源流域振興協議会　☎0241(42)7125

催事日程
及び場所

日時：令和８年１月 30 日㊎～２月１日㊐
場所：福島県観光物産館（福島県福島市三河南町 1-20　コラッセふ
　　　くしま 1 階）

申込資格
奥会津地域内（三島町、柳津町、金山町、昭和村、只見町、南会津町、
檜枝岐村）に活動拠点を持つ生産者、事業者であること（業種不問）
※ 3 日間のうち 1 日から申し込み可能です。

申込に
ついて

申込期限：令和７年 12 月 19 日㊎
申込方法：QR コードより必要書類をダウン
　　　　   ロードし、必要事項を記入の上、
                    下記申込先まで提出願います。
申 込 先：只見川電源流域振興協議会 事務局
　〒 968-0006 福島県大沼郡金山町大字中川字上居平９３３番地
　TEL：0241(42)7125　 
　FAX：0241(42)7127
　MAIL：tdrsk@okuaizu.net
※申し込みが多数の場合は出展内容を考慮の上、選定させてい
　ただきます。

マイナ免許証所有の皆様へ

問町民課町民係　☎(48)5555

１
マイナンバーカード更新申請後、カードを受け取るまでの間に、転出・転入・
転居・氏名変更などをした場合

２ 名前や住所などの情報に、外字が含まれている場合

３ 警察庁での確認の結果、処理対象外とされた場合

※上記の場合、新しいカード交付後又はマイナンバーカードの更新期限後は
　マイナ免許証の機能が無くなり免許不携帯となりますのでご注意ください。

　詳しくは、デジタル庁ホームページ、又は、警察庁ホームページをご覧いただ
くか、お近くの警察署へお問い合わせください。

デジタル庁
マイナンバーカード
の運転免許証利用

◀ デジタル庁 HP ◀ 警察庁 HP

　　ヨガ教室 (公民館講座 )について
　初心者の方や運動の苦手な方でも安心して参加できるプログラムを行ってお
りますので、ぜひ、ご参加ください。
○　らくのびヨガ教室　講師　ヨガインストラクター　上野　沙紀　先生

問公民館　☎(48)5599

令和 8 年度の福島県森林環境税について

　私たちの生活にさまざまな恵みをもたらす森林を全ての県民で守り育て、次
の世代に引き継いでいくための財源として、平成 18 年度から福島県森林環境
税を導入し、ご負担をお願いしています。
　昨年度、県民の皆様にご協力をいただいたアンケート調査等でのご意見を踏
まえて、課税期間を令和 12 年度まで延長し、福島県森林環境税の名称を「ふ
くしま森

も り

林 づくり県民税」に変更することといたしました。
　今後も県民の皆様と一緒に、森

も り

林づくりに取り組んでまいりますので、ご理
解とご協力をお願いします。

問税の使途に関すること：県庁森林計画課　☎ 024（521）7425
税の仕組みに関すること：県庁税務課　　☎ 024（521）7067

ネット検索 福島県森林環境税

ポ※

日  程 12 月 12 日㊎ 12 月 23 日㊋
時  間 10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:00
会  場 町民センターふれあいの間

マイナ免許証情報引継ぎ時の注意事項について
マイナンバーカード10年更新・再交付時の

①　マイナ免許証を継続利用したい方はオンラインでの手続きをご自身で行っ
　てください。
②　以下の場合は再度、警察署等でのマイナ免許証手続きが必要となります。

警察庁
マイナンバーカードと
運転免許証の一体化

　令和 7 年 3 月 24 日からマイナンバーカードと運転免許証を一体化（マイナ
免許証）する運用が開始されました。
　更新手続きについては、以下のとおりお願いします。
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訓 練 生 募 集

募集コース
①テクニカルオペレーション科

【機械 CAD・生産サポートコース　ビジネススキル講習付】
②電気設備技術科【電気設備技術コース　ビジネススキル講習付】

定 　 員 ６名　※２コースあわせて

訓練期間 2026 年２月４日㊌から 2026 年８月 28 日㊎まで（７カ月間）

対 象 者
公共職業安定所に求職登録されている方で、職業訓練の受講が望
ましいと判断された方

受 講 料 無　料

募集期間 2025 年 12 月８日㊊～ 2026 年１月９日㊎

選 考 日 2026 年１月 14 日㊌

「ポリテクセンター会津」

　ポリテクセンター会津では、求職者の方の職業訓練生の募集及び施設見学
会の参加者を以下により募集しています。
　参加希望者の方は、ぜひお問い合わせください。

問ポリテクセンター会津　訓練課　 ☎0242(26) 0520

職業訓練（離職者訓練）生募集について

●訓練のお申込み
　最寄りのハローワーク窓口でお申し込みください。
　窓口でご相談のうえ、「受講申込書」（写真（縦 40 ｍｍ×横 30 ｍｍ）１枚貼付）
　をご希望のコースの募集期間内にハローワークへ提出してください。
●訓練の申し込みの前に施設見学会に参加されることをお勧めしています。

施 設 見 学 会

開催日時 毎週水曜日　14：00 ～ 15：45（13：30 受付開始）　

そ の 他

・当センターの「職業訓練」について理解していただくことを目的 
  として、毎週開催しています。

・見学後に訓練体験ができます。
・見学会申込みは、最寄りのハローワークまたはポリテクセンター
  会津へご連絡ください。

福島県の最低賃金 1033 円に！
　福島県の最低賃金は、令和８年１月１日より、今の時給９５５円から、
１，０３３円になります。
　詳しくは、福島労働局基準部賃金室【☎ 024(536)4604】又は各労働基準監
督署へお問い合わせください。

時間額 １，０３３円（←９５５円）
開始日 令和８年１月１日から

問福島県労働局雇用環境・均等室　☎ 024（536）2777
職業対策課　　☎ 024（529）5409

　賃金の改定に対して引き上げを行う場合には「賃上げ」支援助成金等の各種
施策をご利用ください。

「第十二回特別弔慰金」について
　令和７年 12 月１日より、ぴったりサービス（マイナポータル）を利用した「戦
没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求ができるようになりました。
　詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

問町民課保健福祉係　☎(48)5565

戦没者等のご遺族の皆さまへ

　【注意事項】
① マイナンバーカードを所持しており、マイナポータルに登録されている方が
     利用できます。
② 審査や国債の発行に一定期間を要するため、国債の受け取りまでに少なくと
     も半年、長い場合は 1 年以上お待ちいただく場合があります。

公用車等売却にかかる入札の実施について
　以下の公用車の売却にかかる入札を実施します。
　入札に参加される方は、町ホームページまたは総務課で配付する入札案内書
をご覧のうえ、期間内に申し込みをお願いします。

入 札 実 施 要 項
入札参加申込書

受付期間 12 月 5 日㊎～ 12 月 16 日㊋　午後５時まで必着

入札方法  郵便または持参による
12 月 18 日㊍　午後５時まで必着

開札日時 12 月 19 日㊎　午前９時
問合せ先 総務課 電話 (48)5511

売払物品

車名（メーカー）  トヨタ　ハイエース

車 両 番 号  会津 300 せ 4052

初 年 度 登 録  平成 26 年 2 月

自動車の種別、用途  乗用

乗 車 定 員  10 名

型 　  式  CBA-TRH219W

燃 料 の 種 類  ガソリン

総 排 気 量  2.69L

車    検  令和 8 年 2 月 16 日

走 行 距 離  250,703km

備    考
・エンジン不調だが自走は可能（要交換）
・ボディ一部凹み有、タイヤの摩耗が著しい
・車体に文字入れ有

「人権週間」について
　人権擁護局では、人権侵害を受けた方を救済するための活動を行っております
が、12 月 10 日㊌の「人権デー」に合せ、次の期間を人権週間と定めております。
　人権問題にご興味をお持ちの方、相談したい事を抱えておられる方は、以下の
窓口にお問い合わせください。

みんなの人権 110 番　                       ☎ 0570(003)110
インターネット人権相談受付窓口　https://www.jinken.go.jp/

人権週間 12 月４日㊍～ 12 月 10 日㊌


